
一関市監査委員告示第 007 号 

 地方自治法第 199 条第１項、第２項及び第４項の規定により、下記のとおり定期監

査を実施したので同条第９項の規定によりその結果を公表する。 

令和元年８月 14 日 

一関市監査委員 小 川 四 郎 

一関市監査委員 佐    重 

一関市監査委員 小 山 雄 幸 

記 

１ 監査の実施日及び対象 

   平成 31 年４月 26 日（金） 

[川崎支所] 

市民課、保健福祉課、産業経済課、建設課、地域振興課 

   令和元年５月 15 日（水） 

    [東山支所] 

田河津市民センター 

[大東支所] 

猿沢保育園、大原保育園、渋民保育園、曽慶保育園 

   令和元年５月 15 日（水）～16 日（木）  

    [消防本部] 

総務課、予防課、消防課、防災課、一関北消防署、一関北消防署東山分署 

   令和元年５月 30 日（木）～31 日（金） 

    [建設部] 

道路管理課、都市整備課、建設整備課、治水河川課、道路建設課 

２ 監査の範囲 

   平成 30 年度の財務等に係る事務の執行状況 

３ 監査の実施内容 

   監査は、一関市監査基準（平成 29 年３月 24 日監査委員訓令第１号）に準拠し、

あらかじめ関係書類の提出を求め書類の審査及び照合確認をするとともに、事務

の執行状況、予算の執行状況、財産及び備品の管理状況等について関係職員の説

明を求めるなどの方法により実施した。 

   なお、重点的に監査を行った項目は次のとおりである。 

ア 現金取扱事務において、収納金や資金前渡金等の管理が財務規則に沿っ

て適正に行われているか。現金は、複数職員によって確認がなされている

か。 



イ 歳入調定において、調定はその根拠となる法令等に適合しているか。ま

た、調定に至るまでの事務処理は適切に行われているか。 

ウ 委託料の支出事務において、委託料の算定は合理的な基準に基づき行わ

れているか。また、委託業務の履行確認、委託の効果の確認は適正に行わ

れているか。 

エ 補助金交付事務においては、申請書、事業計画書の確認が行われているか。

補助事業の目的及び内容から補助金交付が公益上必要であることについて検

討されているか。また、補助額の算定、交付方法、時期、手続き等について適

正に行われているか。 

オ 不正経理再発防止対策で定めている公金等管理台帳を作成し、定期的に

確実に内部チェックが行われているか。 

カ 事務執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところ

に従って適正に行われているかどうかを主眼とし、効率性、経済性、有効

性等について判断する。

４ 監査の結果 

 事務の執行は、関係法令、条例・規則及び議会の議決その他の定めるところに基

づき、概ね良好と認められたが、一部の事務処理について別紙に掲げる事項が見ら

れたので適切に処理されたい。 

その他事務処理方法等に改善、是正または見直しが必要と認められた事項につい

ては別途指導した。 

なお、事務事業の執行にあたっては、地方自治法をはじめとする関係法令並びに

所管する業務に対する認識を深められ、適正かつ効率的に行われるよう努められた

い。 



別紙 

Ⅰ 川崎支所 

地域振興課 

【注意事項】 

行政財産の使用許可に当たり、使用料の算定方法を誤っている事例が見られた 

ので、適正な事務の執行を求める。 

Ⅱ 建設部 

都市整備課 

【注意事項】 

行政財産の使用許可に当たり、使用料の算定方法を誤っている事例が見られた 

ので、適正な事務の執行を求める。 

建設整備課 

【注意事項】 

土地の売買契約に当たり、契約書の買収地地積の小数点以下の扱いについて、 

不適切な事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。 


